
廃校施設の有効活用について
～みんなの廃校プロジェクト～

令和７年10月17日

大臣官房文教施設企画・防災部 施設助成課
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廃校の発生状況
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［年度］

平均

出典：令和6年度廃校施設等活用状況実態調査（文部科学省）
（調査対象：公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校）

✓ 令和６年度の調査では、過去２０年間で8,850校が廃校となった。
✓ 平均すると毎年約450校程度の廃校が発生

過去２０年間の延べ廃校数 
8,850校（H16～R5）
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廃校の活用状況

✓ 現存する廃校施設のうち、74.4%（5,661校）は既に活用中
✓ 活用用途としては、学校や社会体育施設といった公の施設としての活用が多いほか、企業等
の施設としての活用も多く見られる

✓ 他方、19.7%（1,503校）は未活用

出典：令和６年度廃校施設等活用状況実態調査
（文部科学省）

※校舎と屋内運動場の合計件数（複数回答）

活用用途※

学校（大学を除く） 55.1％

社会体育施設 22.2％

社会教育施設・文化施設 15.8％

企業等の施設・創業支援施設 15.9％

福祉施設・医療施設等 9.7％

体験交流施設等 7.0％

庁舎等 5.9％

備蓄倉庫 3.0％

大学 1.1％

住宅 0.3％

74.4%

19.7%
3.1%

2.8%

活用中 未活用（用途なし）

未活用（用途あり） 取壊し予定

取壊し済
1,238校

現存
7,612校
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✓ 活用されなくとも維持管理費は発生し、財政上の負担

✓ 地方公共団体は、“地域等からの要望がない”、 “建物が老朽化している”、
“財源が確保できない”などの理由で活用用途が決まっていないと考えています

（複数回答）

活用用途が決まっていない理由

地域等からの要望がない 41.5%

建物が老朽化している 41.4%

立地条件が悪い 17.8%

財源が確保できない 15.0%

活用の検討を行っていない 8.7%

活用方法が分からない 6.3%

用途に応じて法令上の制約がある 5.8%

その他 28.2%

廃校の活用状況

4



廃校活用の推進に向けた取組

「みんなの廃校」プロジェクト

平成22年9月 ・「みんなの廃校」プロジェクト開始
・「活用用途を募集している廃校施設一覧のHP掲載」開始

23年4月 ・「みんなの廃校」プロジェクトパンフレット作成
（活用事例や利用可能な補助制度について紹介）

29年3月 ・企業による活用事例をまとめた事例集（企業活用編）を作成

30年8月 ・「廃校活用推進イベント」 開催（以降、毎年度開催）

31年3月 ・「廃校施設活用事例集」作成（30事例を紹介）

令和 ５年3月 ・パンフレットや過去の事例集を「廃校活用事例集」
として統合（各都道府県から1事例ずつ、計47事例紹介）

文部科学省では、平成22年9月に「みんなの廃校プロジェクト」を立ち上げ、活用
用途を募集している全国の廃校施設情報を集約・発信する取組やイベントの開催、
廃校活用事例の紹介等を通じて、廃校施設の活用を支援しています。
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「みんなの廃校」プロジェクト

活用募集施設のHP掲載

主要な交通機関
による移動時間

市街化調整区域
などの用途地域

問合せ先

構造・竣工年など

募集にあたって
の条件など

耐震性など

施設のイメ
ージがわか
る写真や図
面

✓ 地方自治体から掲載希望のあった施設情報をエリアにまとめて当省HPに掲載
✓ 令和７年１０月１日時点で全国418件
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「みんなの廃校」プロジェクト

✓ 47都道府県から１件ずつ事例を集めた事例集を作成し、当省HPに掲載
✓ 最新は令和４年度版

廃校活用事例集

改修費用や
活用した補助金

活用のメリットや
活用に至るまでの課題
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✓ 廃校施設の活用の用途によっては、利用可能な国庫補助制度があります。
✓ 所管省庁窓口も含め、文科省HPに掲載しております。

スポーツ庁

・地域スポーツ施設

文化庁

・国の重要文化財に指定又は国の登録有
形文化財に登録された建造物 など

こども家庭庁

・児童福祉施設等
・放課後児童クラブ など

厚生労働省

・障害者施設等

総務省

・地域間交流・地域振興を図るための生
産加工施設、農林漁業等体験施設、地域
芸能・文化体験施設等 など

国土交通省

・まちづくりに必要な地域交流センター
や観光交流センター等の施設 など

内閣府

・地方公共団体の自主性と創意工夫に基 
づき、地域の多様な主体の参画を通じた 
地方創生に資する地域の独自の取組み 
を支援

各省庁の支援制度

「みんなの廃校」プロジェクト
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◯ 地域再生法の一部を改正する法律（令和６年法律第17号）
  地域住宅団地再生事業において、廃校を活用するにあたって、
  用途を変更しても高さの制限を適用せず、既存の校舎を活用
  できるよう緩和等

（内閣官房・内閣府総合サイト地方創生ホームページ:
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/danchisaisei.html）

◯ スモールコンセッションの推進
地方公共団体が所有・取得する空き家等の身近な遊休不動産について、
民間の創意工夫を最大限に生かした小規模なPPP/PFI事業を行うことにより、
地域課題の解決やエリア価値の向上につなげる取組み

（国土交通省ホームページ：
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/1-7-5.html）

廃校活用に関する近年の他省庁における施策の動向
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廃校活用の意義と検討のポイント

廃校活用には、
「維持管理費や施設整備コストの縮減」「地域コミュニティの維持・活性化」「雇用
の創出・産業振興」など、さまざまな効果が期待されます。

●廃校決定段階から、その後の活用方策を検討
●多様なニーズに対応するため、まちづくり担当、地域振興担当・産業振興担当など
横断的な検討体制の構築

●住民・行政・事業者間の相互理解を深める
例：住民アンケート、サウンディング型市場調査、意見交換会など。

【自治体視点でのポイント】

●立地・建物の特性
まとまったスペース・敷地、教室単位で区切られた空間、静かな環境など

●コスト面
既存施設を活かすことで早期の事業開始やコスト削減

●注目効果
元学校という話題性や、地域と連携した活動による注目効果

【事業者視点でのポイント】
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